
大垣市私道下水道施設布設要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大垣市公共下水道、農業集落排水処理施設及び小規

模集合排水処理施設区域内の水洗化の促進と生活環境の向上を図るため、

汚水を排除するための下水道管路施設（以下「下水道施設」という。）を

私道に布設することについて必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当

該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴ 公道 道 路 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 １ ８ ０ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項

に 規 定 す る 道 路 及 び 大 垣 市 法 定 外 公 共 物 管 理 条 例 （ 平 成 １ ５

年 条 例 第 ３ ８ 号 ）第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 認 定 外 道路等をいう。 

⑵ 私道 公道以外の道路で、道路形態をなす幅員１．８メートル以上

のものをいう。 

（布設の基準） 

第３条 私道に下水道施設を布設する基準は、次のとおりとする。 

⑴ 私道が接続する公道に下水道施設が布設されていること又は私道

の下水道施設布設と同時に布設されること。 

⑵ 下水道施設を利用する区画が、２区画以上あること。 

⑶ 私道が接続する公道に布設された下水道の供用開始の日以前に、私

道の全部又は一部が道路として既に使用されていること。 

⑷ 下水道施設の完成後、速やかに水洗化を図り下水道を利用する見込

みがあること。 

⑸ 関係する受益者が、受益者負担金等を滞納していないこと。 

⑹ 私道に係る土地について、所有権その他の権利を有する者のうち必

要なもの（以下「土地所有者等」という。）が、下水道施設の布設を

承諾していること。 

 （布設の条件） 

第４条 私道に下水道施設を布設する条件は、次のとおりとする。 

⑴ 私道に布設する下水道施設及び当該施設に係る土地の占用は、無償

とすること。 



⑵ 私道に布設する下水道施設の上部には、建築物、工作物等の建設及

び設置をしないこと。 

⑶ 私道に布設された下水道施設を私道の土地所有者等の都合により

廃止し、又は変更する場合は、市長の承認を得たうえで、原則として

当該土地所有者等の負担において行うこと。 

⑷ 前３号のほか私道への下水道施設の布設に係る承諾事項を相続人

その他の一般承継人に承継すること。 

⑸ その他市長が必要と認める要件を備えていること。 

（布設の申請） 

第５条 私道に下水道施設の布設を希望する者は、代表者を定め私道下水

道施設布設申請書（第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて市長

に申請しなければならない。ただし、市が計画的に下水道施設の布設を

行うときは、当該申請を不要とする。 

⑴ 私道下水道施設申請人名簿（第２号様式） 

⑵ 私道下水道施設布設承諾書（第３号様式） 

⑶ 位置図 

⑷ 土地登記簿謄本等 

⑸ 公図 

⑹ その他市長が特に必要と認めるもの 

（布設の決定） 

第６条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、布

設の可否を決定し、私道下水道施設布設決定通知書（第４号様式）によ

り当該申請者に通知しなければならない。 

２ 市長は、必要と認めるときは前項の決定に条件を付すことができる。 

（工事及び工事費） 

第７条 前条の規定により下水道施設の布設を決定したときは、下水道施

設の布設は、市の費用をもって行う。 

２ 下水道施設の取付管設置については、大垣市下水道関連施設取付管設

置要綱（平成１８年３月２７日制定）の定めるところによる。 

（維持管理） 

第８条 前条の規定により布設された下水道施設の維持管理は、市が行う。 

２ 私道の所有者は、市の下水道施設の維持管理に支障がないよう協力し



なければならない。 

(廃 止 又 は 変 更 の 申 請 ) 

第９条 第４条第３号の承認の手続は、土地所有者等の負担において私道

の下水道施設の廃止又は変更をするときは、大垣市下水道施設引渡し要

綱（平成２２年４月１日制定）第４条の規定による。 

２ 前項に掲げるほか土地所有者等の負担によらず廃止又は変更を希望

する者は、当該下水道施設のすべての利用者の承諾を得たうえで、私道

下水道施設布設申請書に第４条各号に掲げる書類（廃止のときは、同条

第２号に掲げる書類を除く。）を添えて市長に申請しなければならない。 

 （廃止又は変更の決定） 

第１０条 市長は、前条第２項の申請があったときは、速やかに内容を審

査し、廃止又は変更の可否を決定し、私道下水道施設布設決定通知書に

より当該申請者に通知しなければならない。 

２ 市長は、必要と認めるときは前項の決定に条件を付すことができる。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

 



第 1 号様式（第５条、第９条関係） 

 

  年  月  日 

 

私道下水道施設布設申請書 

 

大垣市長 様 

（代表者） 

住 所 

氏 名            ○印  

連絡先 

 

 

 私道における下水道施設の布設について、関係書類を添えて申請します。 

 

 

申請の内容  私道下水道施設の（新設・変更・廃止）  
 

私道の位置  大垣市         字     番地  
 
私道の幅員             ｍ  
 
私道の延長             ｍ  
 
下水道接続戸数           戸  
 

 

添付書類 １ 私道下水道施設申請人名簿（第２号様式） 

２ 私道下水道施設布設承諾書（第３号様式） 

３ 位置図 

４ 土地登記簿謄本等  

５ 公図 

６ その他市長が特に必要と認めるもの 

 

 

※ 私道下水道施設を廃止する場合、私道下水道施設布設承諾書（第 3 号様式）は、不要とする。 

※ 不要な箇所は＝で抹消すること。 

（番号） 新

規

変

更

廃

止 年 月 日



第２号様式（第５条関係） 

私道下水道施設申請人名簿 

 

 私道下水道施設の（新設・変更・廃止）を申請します。 

 

本申請に基づく下水道施設の完成後、速やかに水洗化を図り下水道を利
用いたします。 

 

番号  住   所  氏  名  印  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

※不要な箇所は＝で抹消すること。  



 

第３号様式（第５条関係） 

 

 

私 道 下 水 道 施 設 布 設 承 諾 書  

 
 

 私（以下｢甲｣という。）が所有し、又は権利を有する次の土地に、大垣市（以下｢乙｣という。）が下水道

施設を布設することについて、次の事項を承諾します。 
  

 
 

１ 乙がする当該施設及び当該施設に係る土地の占用は、無償とすること。 
  

２ 当該施設の維持管理は、乙が行うこと。 
  

３ 当該施設の維持管理に支障がないよう協力すること。 
  

４ 当該施設の上部には、建築物、工作物等の建設及び設置をしないこと。 
  

５ 当該施設の廃止又は変更をするときは、乙の承認を得たうえで、当該廃止又は変更の原因者の負

担において行うこと。 
  

６ 本承諾書に基づく承諾事項を相続人その他の一般承継人に承継すること。 
  

７ このほか記載のない事項については甲、乙協議のうえ、決定すること。 
  

    
 
 
 
                                         年  月  日 
    
 
                            （甲）土地所有者等 
 
                          住 所 
                     

氏 名                 ㊞ 
    
（乙）大垣市長          様 
   

土 地 の 所 在 地 番 登記地目 地 積 (㎡) 所 有 者 等 権利の種類

      

      

      

      

      

      

 



第４号様式（第６条、第１０条関係） 

 

第    号 

年  月  日 

 

 様 

 

大垣市長        □印  

 

私道下水道施設布設決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のありました下水道施設については、

大垣市私道下水道施設布設要綱第６条又は第１０条の規定に基づき、次の

とおり決定しましたので通知します。 

 

 

 

１ 申請の内容   私道下水道施設の（新設・変更・廃止） 

 

２ 申請の可否      可        否 

 

３ 私道の位置   大垣市         字     番地 

 

４ 否とした理由 

 

５ 条件 

 

 

 

 

 

 


